
２ ０ ２ ６ 年 ４ 月 

明 治 大 学 大 学 院 

先端数理科学研究科 

 

２０２６年度（２０２７年３月修了） 

先端数理科学研究科博士後期課程 

博士学位請求論文提出のための再入学手続について 

 

１ 博士学位請求論文提出のための再入学資格 

  以下の（１）から（３）を全て満たす者 

（１）再入学願をもって本研究科委員会において審議し、再入学を許可された者 

（２）本研究科博士後期課程に３年以上在学し、所定の研究指導を受けた後退学し、

博士後期課程入学の日から起算して８年以内である者 

※２０２７年３月修了希望の場合は、博士後期課程の入学の日が２０１９年

４月１日以降の者 

（３）本研究科博士学位取得ガイドラインで定める要件（在学時）を満たしている 

者 

    ※在学時の同ガイドラインが不明な場合は、総合数理学部事務室（大学院）

へ問い合わせてください。  

 

２ 指導教員による承認及び再入学資格の確認 

  学位請求をする年度の７月末日までに在学時の指導教員へ連絡をして博士学

位請求論文提出のための再入学の意思があることを伝え、指導教員による承認を

得てください。 

また、指導教員を通じて、総合数理学部事務室（大学院）へ再入学資格の有無

（再入学願を提出することの資格）について確認依頼をしてください。 

再入学願提出の資格があると確認できた場合は、再入学願の書式を交付します。 

※在学時の指導教員が退職している場合は総合数理学部事務室（大学院）へ連

絡をしてください。 

 

３ 博士学位請求論文提出予定の報告（研究科委員会） 

上記２を満たした場合、１０月に開催する本研究科委員会において、指導教員

から、博士学位請求論文を提出予定であることが報告されます。    

 

４ 学位請求関係書類及び再入学願の提出 

  以下の（１）から（９）の書類を提出してください。 

【学位請求関係書類及び再入学願】 

（１）学位請求論文全文（ＰＤＦデータ） 



（２）論文要旨（ＰＤＦデータ） 

（３）学位請求書 

（４）履歴書 

（５）業績書 

（６）明治大学学術成果リポジトリ登録・公開許諾書 

（７）博士論文のインターネット公表留保申請書（該当者のみ） 

（８）博士学位請求論文等の研究不正防止に係る届出書（博士後期課程の入学の日

が２０２１年４月以降の者） 

（９）再入学願 

  

(１) から(８)の書式（又は表紙・見本フォーマット）は本研究科 HPからダウン

ロードしてください。 

(９)の書式は総合数理事務室（大学院）から交付します。 

 

【提出期限・場所】 

  上記(１)から(９)の提出期間： 

２０２６年１１月２４日(火)～１１月２７日（金）まで 

   

※提出方法は別途連絡をします。 

 

５ 論文受理及び再入学の審議 

  １２月に開催する本研究科委員会において、論文の受理及び再入学について審

議をします。 

  再入学を許可された場合は再入学に必要な手続書類を交付します。 

 

６ 再入学日 

  再入学日は上記４により論文受理及び再入学が承認された日とします。 

  博士学位請求は、再入学を許可された年度に限り可能です。 

 

７ 再入学手続・学費 

  本制度により再入学した場合の学費は 100,000円です。その他に入学検定料及

び入学金は徴収しません。 

 学費納入後、以下の（１)から(５)を再入学手続期限内に提出してください。   

（１）入学手続者登録票 

（２）誓約書兼保証人届/個人情報の利用に関する同意書 

（３）写真（カラー、無帽、正面、縦 4cm×横 3cm）1枚  

（４）住民票記載事項証明願 

（５）学費振込明細書(100,000円) 



 

   再入学手続期限：２０２６年１２月１７日（木）まで 

   提出場所：中野キャンパス３階 総合数数理事務室 

※事前に日時を連絡したうえで来室してください。 

※手続処理を終えたら、後日、学生証を交付します。 

 

８ 論文発表会 

  論文発表会は以下の期間内で実施します。詳細は指導教員から連絡をします。 

２０２６年１２月２１日（月）～２０２７年１月２１日（木） 

 

 

 

９ 修了日 

  論文審査に合格した場合、修了日・卒業式は２０２７年３月２６日（金）です。

学位授与式（修了日とは異なります）の案内は個別に連絡をします。 

 

10 本件に関する問い合わせ先 

  〒１６４－８５２５ 

東京都中野区中野４－２１－１ 

明治大学中野キャンパス 低層棟３階 

総合数理学部事務室（大学院） 

TEL ０３－５３４３－８０４２ 

以 上 

 

※ただし、冬季休業期間中（２０２６年１２月２５日（金） 

～２０２７年１月７日（木））は除きます。 


